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令和元年度第１回恵那市男女共同参画プラン推進委員会 次第 

 

日時：令和元年７月 10 日（水） 

午前 10 時から 

場所：恵那市役所 西庁舎４階 ４Ａ会議室 

 

１．開会 

 

２．新規委員への委嘱書交付 

 

３．会長あいさつ 

 

４．副市長あいさつ 

 

５．諮問（女性活躍推進計画の策定）              資料№１ 

 

６．議事 

（１）女性活躍推進計画策定の背景について           資料№２ 

参考資料№１～３ 

（２）恵那市男女共同参画プランの概要について         参考資料№４ 

（３）女性活躍推進計画策定方針について            資料№３ 

（４）恵那市の女性活躍の現状について             資料№４ 

（５）恵那市の女性活躍のありたい姿について          資料№５ 

（６）会議の公開及び公表について               資料№６ 

 

７．その他 

 次回開催予定日  令和元年  月  日（  ）  時から 

 

８．閉会のあいさつ 



№ 氏名 選出団体等 備考 設置要綱区分

1 坪井
つぼい

　弥栄子
やえこ

恵那市地域自治区会長会議 会長

2 伊藤
いとう

　正明
まさあき

「男女のわ」ネットワーク 副会長

3 亀井
かめい

　邦子
くにこ

「男女のわ」ネットワーク

4 太田
おおた

　礼子
れいこ まちづくり団体

（えなナリワイプロジェクト）

5 村松
むらまつ

　訓子
のりこ

恵那市教育委員会

6 秋山
あきやま

　真一
しんいち 恵南商工会推薦企業

（明知ガイシ㈱）

7 奥村
おくむら　

　ひとみ 中津川人権擁護委員協議会　恵那市地区部会

8 紀岡
きおか

　伸征
のぶゆき

恵那市社会福祉協議会

9 曽我
そが

　守一
もりかず

恵那市ＰＴＡ連合会
交代
（令和元年７月10日～）

10 伊東
いとう

　靖英
やすひで

恵那市壮健クラブ

11 成瀬
なるせ

　あい 恵那市国際交流協会
交代
（令和元年７月10日～）

■オブザーバー

№ 氏名 役職 備考

1 加藤
かとう

　久徳
ひさのり 恵那くらしビジネスサポートセンター

ビジネス相談専門家

2 吉田
よしだ

　恵
めぐみ

恵那公共職業安定所　管理課長

■事務局

№ 氏名 役職 備考

1 服部
はっとり

　紀
のりふみ

史 まちづくり企画部長

2 柘植
つげ

　克久
かつひさ

まちづくり企画部企画課長

3 和田
わだ

　信之
のぶゆき

まちづくり企画部企画課課長補佐

4 磯村
いそむら

　典彦
のりひこ

まちづくり企画部企画課課長補佐兼係長

5 小原
おばら

　朱音
あかね

まちづくり企画部企画課主査

6 高橋
たかはし

　英治
えいじ

商工観光部商工課産業育成係長

令和元年度　恵那市男女共同参画プラン推進委員会委員　名簿

（任期：平成30年８月27日～令和2年3月31日）

令和元年７月10日

団体の代表者



○恵那市男女共同参画プラン推進委員会設置要綱 

平成28年６月17日告示第113号 

改正 

平成29年３月23日告示第44号の１ 

平成30年３月７日告示第28号 

恵那市男女共同参画プラン推進委員会設置要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、恵那市における男女共同参画社会の実現を目指し、恵那市男女共同参画プラ

ン（以下「プラン」という。）を推進するため、恵那市男女共同参画プラン推進委員会（以下「委

員会」という。）の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。 

(１) プランの推進に関すること。 

(２) プランの見直しに関すること。 

(３) その他男女共同参画施策の推進に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員20名以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱

する。 

(１) 団体の代表者 

(２) 公募による市民 

(３) その他市長が必要と認めた者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から翌年度の３月31日までとし、再任を妨げない。ただし、委員

が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

一部改正〔平成30年告示28号〕 

（会長及び副会長） 

第５条 委員会に会長及び副会長を各１人置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の中から互選する。 

３ 会長は委員会を代表し、会務を総括する。 

４ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 



（会議） 

第６条 委員会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。 

（部会） 

第７条 委員会は、必要に応じて部会を置くことができる。 

（関係者の出席） 

第８条 会長が必要と認める場合は、関係者の出席を求め、意見又は説明等を聴くことができる。 

（庶務） 

第９条 委員会の庶務は、まちづくり企画部企画課において行う。 

一部改正〔平成29年告示44号の１〕 

（補則） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、その都度協議して決定する

ものとする。 

附 則 

この告示は、平成28年７月１日から施行する。 

附 則（平成29年３月23日告示第44号の１） 

この告示は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年３月７日告示第28号） 

この告示は、平成30年７月25日から施行する。 



<写> 

ま企第 649 号 

令和元年７月 10日 

 

恵那市男女共同参画プラン推進委員会  

会 長  坪 井 弥栄子 様 

 

 恵那市長 小 坂 喬 峰 

 

 

 

恵那市女性活躍推進計画の策定について（諮問） 

 

 

 標記について、下記のとおり貴委員会に諮問します。 

 

記 

 

１ 諮問事項 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく、恵那市女性活躍

推進計画の策定に係る基本的な考え方について 

 

２ 諮問理由 

  恵那市における女性の職業生活における活躍については、平成28年３月に策

定した、「第２次恵那市男女共同参画プラン」に基づき取り組みを実施してきま

した。 

近年、女性の就業率は向上しつつありますが、就業を希望しているものの育

児・介護等を理由に働くことができない女性が依然として多くいるのも現状で

す。 

  これらの状況を踏まえ、恵那市では、女性の職業生活における活躍に係る施

策を迅速かつ重点的に進めるため、「女性の職業生活における活躍の推進に関す

る法律」第６条第２項に基づく、「恵那市女性活躍推進計画」を策定するため、

基本的な考え方について貴委員会の意見を求めるものです。 

資料１ 
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女性活躍推進計画の背景 

 

Ⅰ．国の動き 

１．第４次男女共同参画基本計画が策定 

国においては、男女共同参画社会基本法（平成11年制定）に基づき、平成12年12月に男

女共同参画基本計画を策定し、平成17年の第２次男女共同参画基本計画、平成22年の第３

次男女共同参画基本計画の策定に続き、平成27年12月には第４次男女共同参画基本計画を

閣議決定しました。第４次男女共同参画基本計画では次の４つのめざすべき社会を掲げて

います。 

 

【めざすべき社会】 

①男女が自らの意思に基づき、個性と能力を十分に発揮できる、多様性に富んだ豊かで

活力ある社会 

②男女の人権が尊重され、尊厳を持って個人が生きることのできる社会 

③男性中心型労働慣行等の変革等を通じ、仕事と生活の調和が図られ、男女が共に充実

した職業生活その他の社会生活及び家庭生活を送ることができる社会 

④男女共同参画を我が国における最重要課題として位置づけ、国際的な評価を得られる

社会 

政策領域 施策の基本的方向 

Ⅰあらゆる分野にお

ける女性の活躍 

 

① 男性中心型労働慣行等の変革と女性の活躍 

② 政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

③ 雇用等における男女共同参画の推進と仕事と生活の調和 

④ 地域・農山漁村、環境分野における男女共同参画の推進 

⑤ 科学技術・学術における男女共同参画の推進 

Ⅱ安全・安心な暮ら

しの実現 

⑥ 生涯を通じた女性の健康支援 

⑦ 女性に対するあらゆる暴力の根絶 

⑧ 貧困、高齢、障害等により困難を抱えた女性等が安心し

て暮らせる環境の整備 

Ⅲ男女共同参画社会

の実現に向けた基盤

の整備 

⑨ 男女共同参画の視点に立った各種制度等の整備 

⑩ 教育・メディア等を通じた意識改革、理解の促進 

⑪ 男女共同参画の視点に立った防災・復興体制の確立 

⑫ 男女共同参画に関する国際的な協調及び貢献 

 

２．ワーク・ライフ・バランスの推進 

官民一体となって「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責

任を果たすとともに、家庭や地域社会などにおいても、子育て期、中高年期といった人生

の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」の実現をめざし、平成１９年１

２月、関係閣僚、経済界・労働界・地方公共団体の代表等からなる「官民トップ会議」に

資料２ 
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おいて、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」・「仕事と生活の調和

推進のための行動指針」が策定されています。 

 

（１）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章 

【めざす社会の姿】 

①就労による経済的自立が可能な社会 

②健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会 

③多様な働き方・生き方が選択できる社会 

 

（２）仕事と生活の調和推進のための行動指針 

①企業や働く者、国民の取り組みと、それを支援する国や地方公共団体の取り組みを提 

 示 

②社会全体の目標として１４の数値目標（出産前後の女性の継続就業率、男性の育児休

業取得率、年次有給休暇の取得率、週労働時間６０ｓ時間以上の雇用者の割合など）

を設定 

 

 

３．女性活躍推進法が制定 

女性が職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整

備するため、平成27年８月に、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性

活躍推進法）」が制定されました。地方公共団体（都道府県・市町村）は、女性活躍推進

法に基づく基本方針及び都道府県推進計画を勘案して、当該区域内における女性の職業生

活における活躍についての「推進計画」の策定が努力義務となりました。また、労働者

301人以上の大企業は、女性の活躍推進に向けた行動計画（一般事業主行動計画）の策定

などが新たに義務づけられました。 

また、令和元年６月に法律の一部改正が公布され、一般事業主行動計画の策定義務の対

象が労働者101人以上の企業に拡大されました。（施行は、公布後３年以内の政令で定め

る日） 
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Ⅱ．県の動き 

  県においては、平成15年に「岐阜県男女が平等に人として尊重される男女共同参画社会

づくり条例」を制定し、この条例に基づき策定した、「第１次～第３次岐阜県男女共同参

画計画」に続き、平成31年３月に「第４次岐阜県男女共同参画計画（平成31～令和5年

度）」を策定しました。 

  また、平成29年３月には、「清流の国ぎふ女性の活躍推進計画（平成28年度）」を策定し

ています。 

 

 

Ⅲ．本市の動き 

  本市においては、恵那市総合計画（平成18年度）に基づき、男女がともに協力し役割を

発揮できる社会の実現を目指して、平成19年3月に「恵那市男女共同参画プラン（平成19

～27年度）」を策定しました。平成28年3月には、「第２次恵那市男女共同参画プラン（平

成28～令和37年度）」を策定するとともに、平成28年７月には「恵那市男女共同参画プラ

ン推進委員会設置要綱（平成28年７月施行）」に基づいて推進委員会を設置し、プランの

推進に取り組んでいます。 



恵那市女性活躍推進計画の策定方針（案） 

 

１．計画策定の趣旨 

 働く場面において女性の力が十分に発揮できているとはいけない状況を踏ま

え、働くことを希望する女性が、その希望に応じた働き方を実現できるよう社

会全体で取り組んでいく必要があります。また、少子高齢化や人口減少におけ

る労働力不足の懸念や、人材の多様性（ダイバーシティ）の確保の観点からも

早急に女性の活躍の推進が求められています。 

 平成 27 年８月には、女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力あ

る社会の実現を図ることを目的に、「女性の職業生活における活躍の推進に関

する法律（女性活躍推進法）」が制定され、女性の職業生活における活躍の推

進にかかる国や地方公共団体の責務が明示されるとともに、市町村は女性の職

業生活における活躍の推進に関する施策を総合的にかつ計画的に実施するため

の計画を策定するよう要請されました。 

恵那市における女性の職業生活における活躍については、平成 28 年３月に

策定した、「第２次恵那市男女共同参画プラン」に基づき取り組みを実施して

きました。 

近年、女性の就業率は向上しつつありますが、就業を希望しているものの育

児・介護等を理由に働くことができない女性が依然として多くいるのも現状で

す。 

これらの状況を踏まえ、恵那市では、女性の職業生活における活躍に係る施

策を迅速かつ重点的に進めるため、新たに「恵那市女性活躍推進計画」の策定

を進めることとします。 

 

２．計画の位置づけ 

（１）「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」第６条第２項に基

づく市町村推進計画とします。 

（２）「第２次恵那市総合計画」を上位計画とする個別計画とし、関連諸計画

との整合を図ります。 

（３）「第２次恵那市男女共同参画プラン」の一部改訂抜粋版とします。 

   ※将来的には、「第２次恵那市男女共同参画プラン」（平成 28 年度～令

和７年度）と合本をします。 
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３．計画期間 

令和２年度から令和７年度まで（６年間） 

※「第２次恵那市男女共同参画プラン」（平成 28 年度～令和７年度）との整

合を図るため、計画期間を令和７年度までとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．策定体制 

（１）恵那市男女共同参画プラン推進委員会 

 恵那市男女共同参画プラン推進委員会は、団体の代表者及び公募による市

民で構成した 20 人以内の組織である。プランの推進に関すること、プランの

見直しに関すること及び男女共同参画施策の推進に関することを所掌する。 

（２）オブザーバー 

  専門的見地からの情報提供、意見及び説明を行う。 

（３）事務局（企画課及び商工課） 

  ①企画課：恵那市男女共同参画プラン推進委員会の庶務を行う。 

市の計画 岐阜県の計画

恵那市総合計画

恵那市男女共同参画プラン

恵那市女性活躍推進計画
（恵那市男女共同参画プラン一部改訂版）

男女共同参画基本計画 岐阜県男女共同参画計画

清流の国ぎふ女性の活躍推進計画

国の計画

国の基本方針

市の各分野における計画
・恵那市まち・ひと・しごと創生総合戦略

・恵那市雇用マスタープラン

・恵那市次世代育成支援行動計画 ほか

勘案 勘案

勘案

整合

一体計画女性活躍推進法

男女共同参画社会基本法

連携

ＤＶ防止計画ＤＶ防止法

勘案

実施法

年度
平成28
（2016）

平成29
（2017）

平成30
（2018）

令和元
（2019）

令和２
（2020）

令和３
（2021）

令和４
（2022）

令和５
（2023）

令和６
（2024）

令和７
（2025）

令和８
（2026）

～
令和17
（2035）

総合計画

男女共同参画プラン

女性活躍推進計画
（男女共同参画プラン
　一部改訂抜粋版）

女性活躍推進法

第２次計画 10ヵ年

第２次プラン 10ヵ年

第１次計画 ６ヵ年

第３次プラン 10ヵ年

第３次計画 10ヵ年

合冊で策定

10年間の時限立法 法の延長 未定



  ②商工課：行政の関係部署として情報提供、意見及び説明を行うとともに、

施策の実行につなげる。 

【関係する業務：中小企業支援、起業支援、商工業振興、雇用対策、勤

労者の福利厚生等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．策定スケジュール 

 ・７月  第１回推進委員会（諮問、現状把握） 

・８月  第２回推進委員会（計画素案審議） 

・９月  第３回推進委員会（計画案審議） 

・11 月  パブリックコメント（計画案公表） 

・12 月  第４回推進委員会（計画案確定・答申） 

・２月  議会全員協議会（計画案の報告） 

・３月  計画の公表 

市 庁内体制

意見・提言

説明・報告

男女共同参画プラン推進委員会
（地域自治区、各種団体、企業等の代表）

市民

・市民意識調査（既存）

・パブリックコメント

女性活躍推進計画（案）の策定

女性活躍推進計画（最終案）の策定

市議会

事務局調整
（企画課、関係課（商工課など））

経営会議

調整会議
（まちづくり企画部、関係部

（商工観光部など））

市長

市 市議会

市民参画

諮問

答申

関係者参画

関係機関
（雇用対策協議会など）

企業

・企業アンケート調査（既存）

オブザーバー

として参加

事務局参加

意見・提案

調査結果反映

調査結果反映

事務局（企画課）

関係課（商工課）
関係者参加
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第１回 第２回 第３回 予備 第４回

７月 ８月 ９月 10月 12月

1 計画策定の諮問 ○ ―

2 計画策定の流れとスケジュールの確認 ○ ―

１章１　計画策定の趣旨

１章２　計画の位置づけ

１章３　計画期間

4 計画策定の背景（国・県の動き）の把握 ○ 別冊：参考資料

２章１　現状（統計）

２章１　現状（アンケート）

別冊：参考資料

6 恵那市の女性活躍のありたい姿の検討【ＷＳ】 ○ ３章２　施策の方向

7 オブザーバーの情報提供から恵那市の現状を把握 ○

8 現状（4、5、6）の問題から課題の洗い出し【ＷＳ】 ○

9 課題の整理・検討 ○

10 課題解決に向けた施策の洗い出し【ＷＳ】 ○

11 施策の整理・検討 ○

12 施策の体系の検討 ○

13 計画（素案）の検討 ○ ○ 全体

14 パブリックコメント ―

15 パブリックコメントの確認 ○ ―

16 計画案の最終確認 ○ 全体

17 計画案の答申 ○ ―

３章１　施策の体系
３章２　施策の方向と今後の取組

女性活躍推進計画策定スケジュール（詳細）

項目 対応する計画書の項目

２章２　課題

11月実施予定

計画の趣旨と位置づけの確認3

5
恵那市の女性活躍の現状を把握
（統計、アンケート結果等から）

○

○



第２次恵那市男女共同参画プラン
体系の関係

（特記事項）
恵那市女性活躍推進計画

第１章　プラン策定の背景と趣旨 第１章　計画の趣旨と位置づけ

１　プラン策定の趣旨

２　プラン策定の背景

３　プランの性格 ２　計画の位置づけ

４　プランの期間 ３　計画期間

第２章　男女共同参画を取り巻く市の現状 第２章　現状と課題

１　人口等の状況 １　現状

２　就業率の状況 　・統計

（１） 就業率の状況 　・アンケート　等

３　アンケート調査結果

（１）市民意識調査概要 ２　課題

（２）事業所調査結果 （１）●●●●●●●●

第３章　プランの基本的な考え方 （２）●●●●●●●●

１　基本理念 （３）●●●●●●●●

２　基本目標 （４）●●●●●●●●

３　施策の体系 （５）、（６）･･･

第４章　施策の展開 第３章　施策の方向

１　意識づくり １　施策の体系

（１）男女平等・男女共同参画に関する意識啓発 ２　施策の方向と今後の取組

（２）男女平等教育などの推進 （１）意識づくり

（３）男女共同参画を推進する多様な学習機会の提供・情報収集 　①●●●●●●●●

（４）ＤＶなど暴力の予防と根絶のための意識づくり 　②●●●●●●●●

（５）あらゆる暴力への対策など 　③、④･･･

２　環境づくり （２）環境づくり

（１）政策・方針決定過程の場への女性の参画拡大 　①●●●●●●●●

（２）就労の場における男女平等の確保 　②●●●●●●●●

（３）「仕事と生活」の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現支援 　③、④･･･

（４）家庭生活と地域活動への男女共同参画の促進 （３）体制づくり

（５）防災における男女共同参画 　①●●●●●●●●

（６）相談窓口の充実と連携強化 　②●●●●●●●●

３　安心して生活できる体制づくり 　③、④･･･

（１）子育てに関する支援体制

（２）生涯にわたる心と体の健康・生きがいづくり

（３）高齢者や障がい者（児）への支援

（４）多様な家族形態と多様な生き方への理解と支援

（５）多様な文化への理解と交流の促進

第５章　プランの推進 第４章　計画の推進

１　推進体制 （推進体制・進行管理・評価は男女共同参画プランと一体とする）

２　プランの進行管理と評価の実施

３　目標指数 第５章　目標指数

第６章　参考資料

１　恵那市男女共同参画プラン策定委員会設置要綱

２　恵那市男女共同参画プラン策定委員会名簿

３　男女共同参画社会基本法（平成１１年法律第７８条）

４  岐阜県男女が平等に人として尊敬される男女共同社会づくり条例

１　計画策定の趣旨

恵那市女性活躍推進計画の体系（案）

そ
れ
ぞ
れ
の
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載

課題はまとめて整理
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恵那市の女性活躍の現状 

 

１．人口の状況 

 ①年齢階層別人口の推移 〈総務省 国勢調査〉 

◇０～14 歳（年少人口）と 15～64 歳（生産年齢人口）の減少が続く一方で、65 歳以上（老

年人口）は増加している。 

◇若い世代が少なく、中高年層（40～64 歳）に厚みのある年齢構造となっており、今後、

厚みのある中高年層が 65 歳以上となり、高齢者はさらに増加するとみられる。 
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 ②主な移動理由別社会動態の状況 

◇年代別、移動理由別の社会動態をみると、「職業上」や「結婚等」を理由として 20、30 歳

代の女性の転出が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

引用：統計からみた恵那市の現状（岐阜県）
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２．女性の就労に関する状況 

 ①岐阜県の女性の有業率 〈総務省 就業構造基礎調査 平成 29 年〉 

◇岐阜県の女性の有業率は全国７位と高位である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②女性の就業率（県内比較） 〈総務省 国勢調査 平成 27 年〉 

◇恵那市の女性の就業率は岐阜県平均を下回り、21 市中 20 位と低位である。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③女性の就業率（経年変化） 〈総務省 国勢調査 平成 27 年〉 

◇出産・育児期の就業率の低下は年々小さくなっている。 

◇就業率の上昇が特に大きいのは 60 歳代である。 
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 ④女性の就業率（国・県比較） 〈総務省 国勢調査 平成 27 年〉 

◇本市の女性の就業率は、国及び県に比べて、出産・育児期の就業率の低下は比較的小さい。

◇本市の 35 歳～69 歳の女性の就業率は、国及び県に比べて、高い傾向にある。 

◇女性の就業率のピークは、国が 25～29 歳なのに対し、岐阜県及び本市では 45～49 歳とな

っており、出産・育児後の就業は比較的可能な状態にあると思われる。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑤女性の潜在的な労働力 〈総務省 就業構造基礎調査 平成 29 年〉 

◇就業を希望しているものの育児や介護等を理由に働いていない女性が、県内に約 7.4 万人

いると推定される。なお、恵那市では約 1,800 人いると推定される。 
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岐阜県 14.4 69.1 76.3 68.7 72.9 78.9 80.7 79.2 72.8 56.0 37.9 21.9 11.6 5.6 2.3

恵那市 15.4 72.8 78.1 72.1 76.2 84.0 86.4 84.5 77.9 60.1 42.3 21.6 12.1 5.4 2.4
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女性の年齢階級別就業率（国・岐阜県・恵那市）
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有業率 就業希望率（求職者） 就業希望率（非求職者） 有業率（再掲） 潜在的な労働力率

潜在的な労働力は県内で約 7.4 万人 
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⑥女性の就業形態 〈総務省 就業構造基礎調査 平成 29 年〉 

◇本市の正規の職員・従業員は、20～29 歳の各年齢階級で半数以上であるが、30～34 歳で

急激に低下した後 45～49 歳で若干の上昇をみせている。 

◇本市のパート・アルバイトは、30 歳から割合が高まっている。 
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その他 0.0% 0.7% 1.1% 1.2% 1.8% 1.3% 0.7% 1.1% 1.3% 1.1% 1.0% 0.6% 0.3%

契約社員・嘱託 0.0% 2.9% 3.4% 4.4% 3.2% 2.5% 3.7% 4.7% 5.3% 5.0% 1.4% 0.7% 0.1%

労働者派遣事業所の派遣社員 0.4% 3.1% 2.3% 3.2% 1.9% 2.5% 2.1% 2.5% 0.8% 0.6% 0.2% 0.6% 0.1%

パート・アルバイト 10.3% 22.5% 12.9% 27.5% 29.4% 40.0% 37.9% 35.3% 35.5% 29.7% 20.9% 11.7% 1.2%

正規の職員・従業者 4.2% 45.6% 54.7% 31.7% 30.5% 28.2% 32.3% 29.2% 25.5% 11.9% 5.3% 3.0% 0.6%

会社役員 0.0% 0.0% 0.2% 1.0% 0.4% 2.0% 2.5% 1.6% 3.2% 2.3% 2.8% 2.1% 0.7%

家族従業者 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 1.4% 2.3% 1.7% 1.9% 1.8% 4.3% 4.9% 4.1% 1.6%

自営業主 0.0% 0.9% 1.6% 3.2% 3.5% 3.5% 3.1% 3.6% 5.0% 3.8% 4.4% 4.6% 2.1%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%
女性の年齢階級別就業形態

パート・アルバイト 

正規の職員・従業員 
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 ⑦産業別就業者数 〈総務省 国勢調査 平成 27 年〉 

◇産業別の就業者の人数では、「製造業」が男女ともに１番多く、女性では、「医療、福祉」

が多く見られる。 

◇男性に比べて女性が少ない業種は、「製造業」、「建設業」、「運輸業、郵便業」、「農業、林

業」です。この業種では、男性中心型労働力の見直しをする考えも必要です。 
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教育，学習支援業

医療，福祉

複合サービス事業

サービス業（他に分類されないもの）

公務（他に分類されるものを除く）

分類不能の産業

産業別就業者数

男 女
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３．母親の就労状況 

 ①母親の就労状況 〈恵那市の子ども・子育てに関するアンケート調査 平成 30 年度〉 

◇就学前児童の母親の就労状況は、「パート・アルバイト等で働いている」が最も多く、次

いで「仕事をしていない」「フルタイムで働いている」となっています。「産休・育休・介

護休業中」は合計で 12.2％です。 

◇小学生児童の母親の就労状況は、「パート・アルバイト等で働いている」が最も多く半数

近くなっています。 

◇就学前児童の母親と小学生児童の母親の就労状況を比較すると、「仕事をしていなかった」

就学前児童の母親の多くは、その後「パート・アルバイト等で働いている」になっている

と予想される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仕事をしていない パート・アルバイト等
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 ②母親の就労日数（１週間当たりの日数） 〈恵那市の子ども・子育てに関するアンケート調査 平成 30 年度〉 

◇母親の就労日数は、就学前児童の母親、小学生児童の母親ともに「５日」が約６割と最も

多く、次いで「４日」、「６日」、「３日」、「２日」となっています。 

◇父親の就労日数は、就学前児童の父親、小学生児童の父親ともに「５日」が約６割と最も

多く、次いで「６日」が３割強となっています。「５日」「６日」で全体の９割以上を占め

ています。 
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 ③母親の就労時間（１日当たりの時間） 〈恵那市の子ども・子育てに関するアンケート調査 平成 30 年度〉 

◇母親の就労時間は、「８時間以上」が４割弱と最も多く、次いで「６時間」「５時間」「７

時間」「４時間」となっています。 

◇父親の就労時間は、「８時間以上」が９割以上となっています。 
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 ④母親の出勤時間と帰宅時間 〈恵那市の子ども・子育てに関するアンケート調査 平成 30 年度〉 

◇母親の出勤時間は、「８時台」が４割強と最も多く、次いで「７時台」「９時台」となって

います。 

帰宅時間は、「18 時台」が２割強で最も多く、次いで「17 時台」「16 時台」「15 時台」「12

～14 時台」となっています。「19 時台」以降の合計は全体の約１割となっています。 

◇父親の出勤時間は、「７時台」が５割強と最も多く、次いで「６時台」と「８時台」が多

くなっています。 

帰宅時間は、「19 時台」が２割強で最も多く、19 時台を境にしてみると、「18 時台」まで

が約３割、「20 時台」以降が約４割となっています。 

◇女性も男性も子育てしながら働き続けられる職場づくりのためには、男性の長時間労働の

見直しをする考えも必要です。 
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 ⑤パート・アルバイト等で働いている方のフルタイム就労への希望 
 〈恵那市の子ども・子育てに関するアンケート調査 平成 30 年度〉 

◇パート・アルバイト等で働いている母親のフルタイム就労への希望は、「パート・アルバ

イト等を継続希望」が６割弱と最も多い。 

◇「フルタイム希望」は約３割ありつつも、様々な理由により、うち約３分の２が実現の見

込みはないとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■就学前児童 

■小学生児童 
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 ⑥就労していない方の今後の就労意向 
 〈恵那市の子ども・子育てに関するアンケート調査 平成 30 年度〉 

◇就労していない方の今後の就労意向は、就学前児童の母親では、「１年より先に就労した

い」が５割弱と最も多い。 

◇小学生児童の母親では、就学前児童の母親に比べて、「１年より先に就労したい」が減り、

「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」が増える。 

◇就学前の児童の母親、小学生児童の母親ともに、「子育てや家事などに専念したい（就労

の予定はない）」が一定数あり、小学生児童の母親の３割は今後の就労を希望していない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■就学前児童 

■小学生児童 
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⑦就労していない方の希望する就労形態 
 〈恵那市の子ども・子育てに関するアンケート調査 平成 30 年度〉 

◇就労していない方の希望する就業形態では、「パート・アルバイト等」が８割弱と最も多

い。 

◇希望する就労日数では、就学前児童の母親は「５日」が約４割と最も多く、次いで「４日」、

「３日」となっている。小学生児童の母親は「４日」が４割弱と最も多く、次いで「３日」

「５日」となっている。 

◇希望する就労時間では、就学前児童の母親、小学生児童の母親ともに「５時間」が最も多

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■就学前児童 

■小学生児童 
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⑧育児休業の取得状況・取得後に職場復帰したが短時間勤務制度を利用しなかった理由 
 〈恵那市の子ども・子育てに関するアンケート調査 平成 30 年度（就学前のみ）〉 

◇母親の育児休業の取得状況では、「就労していなかった」が５割弱と最も多く、次いで「取

得後に職場復帰し、短時間勤務制度を利用した」「取得していない」となっています。 

◇母親で育児休業を取得した割合は、35.2％となっています。 

◇「取得後に職場復帰したが短時間勤務制度を利用しなかった」の理由では、「配偶者が就

労していない、祖父母等の親族にみてもらえるなど、利用の必要がなかった」が約３割と

最も多く、次いで「職場に制度を利用しにくい雰囲気があった」「仕事が忙しかった」と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

育児休業を取得した母親 35.2％ 
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４．市内事業所の状況 

①事業所の規模 〈経済センサス‐活動調査 平成 28 年〉 

◇市内には 2,620 の事業所があり、従業者 99 人以下の事業所が 2,594 あり、全体の約 99％

を占めています。 

◇従業者数では、従業者数 22,577 人のうち、従業者 99 人以下の事業所に務める従業者数は

18,042 人であり、全体の約 80％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②雇用状況について 
 〈恵那市雇用マスタープラン 平成 28 年度〉 

◇市内企業の多くが従業員の人手不足を感じており、将来を見据えて雇用拡大を考えている

企業も多くあります。 

◇重視する雇用形態では、「新卒及び中途の正社員」の合計が約５割であるが、「パート・派

遣社員等正社員以外」は約１割となっている。 
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18.1%

290, 11.1%

95, 3.6%

74, 
2.8%

38, 1.5%

26, 1.0%

13, 0.5%

従業者規模別事業所数

1～4人

5～9人

10～19人

20～29人

30～49人

50～99人

100人以上

出向・派遣従業者のみ

3362, 
14.9%

3085, 
13.7%

3913, 
17.3%

2249, 10.0%

2846, 12.6%

2587, 11.5%

4535, 
20.1%

0, 0.0%

従業者規模別従業者数

1～4人

5～9人

10～19人

20～29人

30～49人

50～99人

100人以上

出向・派遣従業者のみ
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 ③女性の登用、再雇用について 〈恵那市雇用マスタープラン 平成 28 年度〉 

◇女性の雇用に関しては、産前・産後休業や育児休業を実施している企業は多くあるものの、

女性の管理職への登用や職域拡大等への意識はあまり高くありません。 
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④ワークライフバランスや子育て支援について 〈恵那市雇用マスタープラン 平成 28 年度〉 

◇多様な人材が活躍できる風土等を目指し、６割強の企業がワーク・ライフ・バランスや子

育て支援を意識しています。（「取り組んでいる」「意識しているが具体的な取り組みは未

着手」の合計 64.9％） 

◇しかしながら、「取り組んでいる」は約３割にとどまっている状況です。 
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N = 137 ％

意欲と能力のある女性は、ど
んどん管理職についた方が
よい

女性の多い職場であれば、
管理職に就いた方がよい

どちらかというと、管理職は
男性がよい

現状では、管理職に就くだけ
の経験や能力を備えた女性
が少ない

女性は、家事や子育て、介
護などの負担も大きく、管理
職に就くのは難しい

その他

無回答

69.3

15.3

7.3

29.9

14.6

4.4

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

⑤女性が管理職に就くことについての考え 〈第２次恵那市男女共同参画プラン策定時の事業所調査 平成 27 年度〉 

◇「意欲と能力のある女性はどんどん管理職についた方が良い」の割合が約７割と最も高い。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥育児休業・介護休業制度について 〈第２次恵那市男女共同参画プラン策定時の事業所調査 平成 27 年度〉 

◇「育児休業制度、介護休業制度ともに取り決めがあり、就業規則に明記されている。」が

約７割と最も高いが、次いで「育児休業制度、介護休業制度ともに取り決めていない」が 1

割以上ある。 
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⑦男女ともに働きやすい職場環境・風土づくりについて、課題だと感じていること 
 〈第２次恵那市男女共同参画プラン策定時の事業所調査 平成 27 年度〉 

◇「職場環境の改善についての従業員の要望や意見を受け入れる体制づくりについて」が約

４割と最も高く、次いで「特に課題を感じていない」が約３割となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．性別役割分担意識 

①性別役割分担意識 〈恵那市市民意識調査 平成 26 年、平成 30 年〉 

◇性別役割分担意識では、平成 30 年度において、「仕事も家庭も男女で共に行う」が約８割

と最も高いが、平成 26 年度からの経年変化は特にない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 137 ％

職場環境の改善についての従業員
の要望や意見を受け入れる体制づく
りについて

セクシャルハラスメント、パワーハラ
スメント等に対する従業員への研修
や意識啓発について

性別による人事評価の是正について

再就職・再雇用制度の活用について

お茶くみ、雑用など男女の役割分担
意識に基づく慣行について

特に課題を感じていない

その他

無回答

42.3
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0.0%
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0.0%
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6.3%
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5.0%

4.2%

4.4%

8.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

H26年度 男性

H30年度 男性

H26年度 女性

H30年度 女性

性別役割分担意識

仕事は男が行い、家庭は女が行う 仕事は男女で行い、家庭は女が行う

仕事も家庭も男女で共に行う 仕事は女が行い、家庭は男女で行う

仕事は女が行い、家庭は男が行う その他

無回答
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